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2024年２月 21日 

各位 

住所 愛知県名古屋市中区葵三丁目 21番 19号 

会社名 株式会社メニコン 

代表者名 代表執行役社長 ＣＯＯ 川浦 康嗣 

 

 

吸収合併に関する事前開示書面 

 

 

当社は、2024年４月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続株式会社、当社の 100％

連結子会社である富士コンタクト株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本

吸収合併」といいます。）を行うことといたしました。本吸収合併に関し、会社法第 794条

第１項及び会社法施行規則第 191条の定めにより、開示すべき事項は下記のとおりです。 

 

１．吸収合併契約の内容 

別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項 

完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

 

３．吸収合併消滅会社の新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．吸収合併消滅会社に関する事項 

（１） 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙２のとおりです。 

（２） 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等 

該当事項はありません。 

（３） 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産

の状況に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。 

 

５．吸収合併存続会社についての次に掲げる事項 

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況



に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。 

 

６．吸収合併が効力を生ずる日以降における債務の履行の見込みに関する事項 

本吸収合併後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。また、

本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、当社の債務の履行

に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていません。従いまして、本吸収合

併後における当社の債務の履行の見込みはあると判断しております。 

 

７．本書面の備置開始日後、本吸収合併が効力を生ずる日までの間に上記事項につき変更

が生じたときにおける当該変更後の内容 

本書面の備置開始日後、上記事項に変更が生じた場合には、別途、書面を備え置いて開

示することといたします。 

 

以上



 

 

 

 

 

 

別紙１ 

吸収合併契約の内容 
  



吸収合併契約書

(存続会社)株式会社メニコン (以下、「甲」という。)と 、 (消滅会社)富士コンタク

ト株式会社 (以 下、「乙」という。)と は、次のとおり吸収合併契約 (以 下、「本契約」と

い う。)を締結する。

第 1条 (合併の形式及び当事者 )

1 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、吸収合併 (以下「本

合併」という。)し、甲は存続 し、乙は解散する。

2 本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は以下のとお り

である。

(1)吸収合併存続会社 (甲 )

甲の商号 株式会社メニコン

甲の住所 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番 19号

(2)吸収合併消滅会社 (乙 )

乙の商号 富士コンタク ト株式会社

乙の住所 東京都豊島区東池袋 1-41-7

第 2条 (本合併に際して交付する金銭等)

甲は、乙の発行済株式の全てを保有しているため、本合併に際して、乙の株主に対 して、

金銭その他の財産を交付 しない。

第 3条 (甲 の資本金及び準備金 )

甲の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は、本合併により増加 しない。

第 4条 (合併の方法)

1 甲は、会社法第 796条第 2項の規定により、会社法第 795条第 1項に定める株主総

会の承認を得ないで本合併を行 う。但し、会社法第 796条第 3項の規定により、本契約

について甲の株主総会による承認が必要となった場合、甲は、効力発生日の前日までに、

本契約について株主総会の承認を受けるものとする。

2 乙は、会社法第 784条第 1項の規定により、会社法第 783条第 1項に定める株主総

会の承認を得ないで本合併を行 う。
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第 5条 (合併の効力発生 日)

本合併の効力発生日は、令和 6年 4月 1日 とする。ただし、本合併の手続進行その他の

事由により必要があるときは、甲乙協議の上、合意をしてこれを変更することができる。

第 6条 (会社財産の管理等 )

甲及び乙は、本契約締結後、本合併の効力発生日前に至るまで、善良なる管理者の注意

をもつてそれぞれ業務を執行 し、かつ一切の管理運営をするものとし、その財産及び権利

義務に重要なる影響を及ぼす行為を行 う場合には、あらかじめ甲乙協議の上、これを実行

する。

第 7条 (会社財産等の引継ぎ)

甲は、効力発生日において、乙の従業員、資産及び負債並びにこれらに付随する全ての

権利義務を承継する。

第 8条 (合併条件の変更、合併契約の解除)

本契約締結の日から本合併の効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の

事由により甲又は乙の資産若 しくは経営状況に重要な変動を生 じたときは、甲乙協議の

上、本合併の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

第 9条  (本契約の効力 )

本契約は、効力発生日の前日までに、第 4条第 1項但書に定める甲の株主総会が必要と

なつた場合の甲の株主総会決議による承認が得 られなかったとき又は本合併の実行のた

めに必要となる関係官庁の認可 。許可・登録・承認等が得られなかつたときは、その効力

を失 うものとする。

第10条 (本契約規定以外の事項)

本契約に定めるもののほか、本合併に関し必要な事項は本契約の趣旨に従つて甲乙の

協議の上、これを決定する。

本契約の成立を証するため、本契約書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1通を保有す

る。
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令和 5年 7月 26日

甲 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番 19号

株式会社メニコン

代表執行役 川浦 康

乙 東京都豊島区東池袋 1-
富士ヨンタク ト

代表取締役 甲斐 龍一

!

||

|

|

|
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別紙２ 

最終事業年度に係る計算書類等の内容 
 



























富士コンタク ト株式会社

甲斐龍一 代表取締役社長

監 査 報 告 書

私は、2022年 4月 1日 から 2023年 3月 31日 までの第 38期事業年度の取締役の職務執行状況を確認 し

た。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1.監査の方法及びその内容

私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取

締役会その他重要な会議に出席 し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応 じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の状況についての報告

を受け実施した監査活動報告を受けるとともに記録を確認 しました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100条第 1項及び第

3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制について、

その構築及び運用の状況を監視・検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告

及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類 (賞借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。

2.監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

メし 。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認めます。

2023年 5月 10日

富士コンタク ト株式会社

監 査 役  市川


